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那覇空港旅客ターミナルビル施設使用取扱要領  

  

（目的）  

第１条 この要領は、那覇空港ビルディング株式会社（以下「ビル会社」という。）が管理運営す

る敷地、建物及びその他の施設（以下「施設」という。）において行う那覇空港旅客ターミナ

ルビル供用規程第６条に定められた許可を要する行為に関し、申請手続きや遵守事項その他の

必要な事項を定めることを目的とする。  

  

（適用範囲）  

第２条 この要領の適用範囲は、次のとおりとする。  

  

  行 為  区 分  申請書類  

⑴  立て看板、テーブル等を設置すること。  

館内使用  館内使用申請書  

⑵  横断幕等の掲示及び拡声器を使用すること。  

⑶  催し物を行うこと。  

⑷  共用部分で寄付金の募集を行うこと。  

⑸  
営業用の写真・映画・テレビ等の撮影・録音並びに

録画を行うこと。  撮影  撮影許可申請書  

⑹  団体での施設見学を行うこと。  

その他  
申請内容に応じた

必要書類  

⑺  アンケート調査・リーフレット等を配布すること。  

⑻  
その他ビル会社の許可が必要と判断される行為をす

ること。  

  

（施設使用日時）  

第３条 土日祝日や年末年始等、施設の混雑が予想される日時及び特別警戒中は、申請の許可を

認めない場合がある。  

  

（施設使用場所）  

第４条 施設のうち、許可を要する行為のため使用できる場所は、旅客ターミナルビル、立体駐

車場、連絡通路、その他ビル会社が認めた場所とする。旅客ターミナルビルのうち、保安区域

の使用は原則認めないものとする。  

２ 構内道路、レンタカー送迎バス乗り場（中ノ島）、バスプール、ターミナルビル前面の高架道

路（ダブルデッキ）等、他機関の許可を必要とする部分については、許可を要する行為を行お

うとする者（以下「申請者」という。）が、他機関の許可を予め受けなければならない。  

  

（申請前の条件等）  

第５条 申請を行うにあたり、次の条件を付すこととする。  

⑴ 横断幕等のサイズは原則横３ｍ×縦１ｍ以内とし、企業や商品のロゴ等、広告・宣伝要素

を含むものは禁止とする。また、掲出場所は原則１階到着ロビーに限るものとする。  

⑵ アンケート調査、リーフレット等の配布については官公庁主体の実施に限るものとし、申

請者は、アンケート調査結果をビル会社に提出しなければならない。  
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⑶ 施設内において、トランシーバー等を使用する場合は、事前に許可を受けることとする 

⑷ 人に迷惑をかけるおそれのある行為や、空港の風致及び美観、その他空港としての機能を

損なうおそれのある行為は禁止とする。  

  

（申請方法）  

第６条 申請者は、ビル会社と事前調整のうえ、次に掲げる書類を提出する。  

⑴ 館内使用の場合   館内使用申請書（様式１）、企画書等  

⑵ 撮影の場合     撮影許可申請書（様式２）、企画書等  

⑶ その他       申請内容に応じた必要書類  

２ 申請書提出期限は、原則実施日の５営業日前までとする。  

３ 店舗、航空会社ラウンジ等、専有部分で撮影を行う場合は、申請者が各専有部分の入居者に

事前に許可を取るものとし、入居者が申請手続きを行うものとする。  

４ 新聞・ニュース等、報道の撮影（企画内容は除く。）は、各社の報道腕章を必ず左腕に着帯

することを条件とし、申請手続きを免除することとする。  

  

（申請許可）  

第７条 ビル会社は、原則として申請書提出期限が遵守された申請に限り、実施目的、内容、日

時、場所、及び人員について審査を行い、その結果を申請者に通知する。  

２ 申請許可内容は、実施場所に応じて関係機関と情報共有を行う。  

３ 申請許可を受けた者（以下「申請許可者」という。）が、申請許可内容の変更を希望する場

合は、原則実施日の３営業日前までの申し出に限り、受付する。変更を認めた場合、変更内

容について関係機関と情報共有を行う。  

４ ビル会社は、申請書等内容に虚偽等の記載がある場合には、申請許可を取り消すことができ

る。  

  

（施設使用の中止又は延期） 

第８条 ビル会社は、施設使用日時が次の各号のいずれかに該当する場合は施設使用を中止又は

延期させることができる。  

⑴ 国公賓等のＶＩＰが空港を利用する場合  

⑵ 事件・事故等が発生した場合  

⑶ 空港の保全又は一般客や空港内事業者に著しい支障が生じると判断した場合  

⑷ その他ビル会社が必要と判断した場合  

  

（撮影料）  

第９条 申請許可者のうち、撮影の許可を受けた者（以下「撮影者」という。）は、次に掲げると

ころにより、ビル会社に撮影料を支払わなければならない。  

⑴ 撮影料の額は、撮影料金表に定める額に、消費税及び地方消費税の額を加算した金額とす

る。  

那覇空港ビルディング㈱ 撮影料金表  

料金区分  金額  

基本料金  

（１日につき）  
６，０００円  

施設使用料  

（撮影に関与する者１人当たり１日につき）  
１，０００円  
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⑵ 撮影料は、撮影実施日の３営業日前までにビル会社が指定する銀行口座へ振込を完了して

いなければならない。  

⑶ 撮影料の支払いが完了した後は、申請許可内容の変更はできないものとする。  

２ 前項の期日までに撮影料の納入がない場合は、申請許可を取り消すことができる。  

  

（撮影料の免除）  

第１０条 ビル会社は、次の各号に該当する撮影については、前条に定めた撮影料を免除するこ

とができる。  

⑴ 国、地方公共団体等が広報活動の一環として行う場合  

⑵ 那覇空港内事業者が研修又は自社の広報のために行う場合  

⑶ 那覇空港の広報宣伝に資する場合  

⑷ その他ビル会社が適当と認める場合  

  

（撮影料の払戻し等）  

第１１条 撮影料は、ビル会社の都合により撮影を中止させた場合を除き、返還しない。  

２ ビル会社の都合により撮影日時を変更した場合は、当該撮影料を変更後の撮影日の撮影料に

振り替えることができる。  

  

（撮影腕章）  

第１２条 撮影者は、ビル会社が発行する撮影腕章を撮影開始から終了まで着帯しなければなら

ない。  

２ 撮影腕章は、演者以外の撮影者全員が着帯するものとし、視認できるよう必ず左腕に着帯

し、首や機材に下げてはならない。  

３ 撮影者は、撮影開始前までに原則国内線１階エレベーターホールに設置した腕章管理ロッカ

ーから撮影腕章を借りなければならない。 

４ 撮影終了後は、撮影腕章をすみやかに腕章管理ロッカーへ返却しなければならない。ただ

し、撮影終了時間が那覇空港館内利用時間終了後の場合は、撮影日の翌日に返却するものとす

る。  

５ 撮影腕章を紛失した場合は、すみやかにビル会社へ報告し、その指示に従わなければならな

い。  

  

（現場立会い等）  

第１３条 申請内容によっては、ビル会社担当者や空港関係者が立会い、施設使用状況の確認を

行う。  

２ ビル会社が、交通整理及び誘導が必要と認めるときは、申請許可者は、誘導員や監視員を配

置しなければならない。  

３ 誘導員や監視員の配置に伴う費用は、申請許可者が負担するものとする。  

  

（現場責任者の責務）  

第１４条 申請許可者は、現場責任者を定めるとともに、施設使用の時間・場所・内容等を勘案

し、一般客や空港内事業者の妨げにならないよう留意し、事故防止等の必要な措置を講ずるも

のとする。  

２ 現場責任者は、施設内における全スタッフの行動を確実に把握し、申請時間を厳守しなけれ

ばならない。  
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３ 事故が発生し、またはそのおそれがあると判断される場合は、一般客や空港内事業者の安全

を図ると共に、すみやかにビル会社に連絡し、その指示に従い、現場責任者の責任において処

理しなければならない。  

  

（撮影方法及び禁止行為）  

第１５条 ビル会社は、撮影方法及び禁止行為を次のとおり定める。  

⑴ 保安検査場内及びその周辺の撮影、並びに保安設備の撮影は一切禁止する。また、警備員

及び監視カメラの配置の撮影も禁止する。（背景に映り込む場合も含む。）  

⑵ 撮影は固定撮影で行い、移動しながらの撮影（後ずさり含む。）は禁止とする。  

⑶ 施設内で撮影機材を持って走ること。  

⑷ 施設内に撮影機材を放置すること。  

⑸ 空港周辺で小型無人機等を飛行させること。  

⑹ 一般客への取材は原則禁止とする。  

⑺ 施設内の電源の使用は原則禁止とする。  

⑻ 施設内にケーブル等を敷設することは原則禁止とする。  

⑼ 撮影者は、撮影に伴う見物人等の整理を確実に行わなければならない。  

⑽ 店舗立ち入りや店舗及び航空会社カウンターが映像に映りこむ場合は、必ず撮影者が各事

業者へ事前の承諾を得なければならない。  

  

（免責）  

第１６条 申請許可を受けた行為に関し万が一、一般客や空港内事業者とのトラブルが発生した

場合、ビル会社は一切責任を負わないものとする。  

  

（違反に対する措置）  

第１７条 ビル会社は、申請許可者が本要領及び那覇空港旅客ターミナルビル供用規程に違反し

て施設使用を行った場合は、直ちに施設使用を中止させ、退去を求める等、必要な措置を講ず

ることができる。また、今後の申請も許可しない場合がある。  

  

   

附則 本要領は令和３年４月１日から施行する。  

    

   本要領は令和７年１１月１４日に改訂する。 

那覇空港ビルディング株式会社  


